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１

条
　
　
　
　
　
例

◯
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
〇
四
・
分
権

改
革
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
〇
五
・
情
報
公
開
課
）
…
…
…
…
…
…
７

◯
公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学
の
設
立
に
伴
う
職
員
の
引
継
ぎ
及
び
関
係
条
例
の
廃
止
等
に

関
す
る
条
例
（
一
〇
六
・
科
学
技
術
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

◯
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
一
〇
七
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
９

◯
秋
田
県
一
般
旅
券
発
給
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
〇
八
・
県
民
文

化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
10

◯
秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
〇
九
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
10

◯
秋
田
県
農
林
物
資
登
録
格
付
機
関
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
一
一
〇
・

流
通
経
済
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
認
定
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一

一
一
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
県
営
林
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
一
二
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
12

◯
秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
一
三
・
商
工
業
振
興
課
）
…
…
13

◯
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
一
一
四
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
15

◇
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
〇

四
号
）

１

権
限
移
譲
対
象
事
務
に
、
次
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
事
務
を
加
え
る
こ
と
と

し
た
。

（一）

子
育
て
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
第
六
条
、
別
表
第
二
八
の
二
及
び
別
表
第
二
九
の
二
関
係
）

（１）

認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
等
か
ら
の
報
告
の
徴
収
等

（２）

市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚
園
の
設
置
廃
止
等
の
認
可
等

（二）

農
林
水
産
業
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
第
八
条
、
別
表
第
四
六
の
二
及
び
別
表
第
四
八
の
二
関
係
）

（１）

農
業
協
同
組
合
等
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
等

（２）

農
地
等
の
権
利
の
移
動
の
許
可
等

（三）

ま
ち
づ
く
り
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
第
一
〇
条
及
び
別
表
第
六
一
の
二
関
係
）

財
産
区
の
財
産
等
の
処
分
等
の
同
意
等

２

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
〇
五
号
）

１

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
当
該
公
の
施
設
の
管
理
の
業
務

に
係
る
情
報
の
公
開
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
県

は
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
九

条
の
二
関
係
）

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学
の
設
立
に
伴
う
職
員
の
引
継
ぎ
及
び
関
係
条
例
の
廃
止
等
に
関
す

る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
〇
六
号
）

１

公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学
の
成
立
の
日
に
お
い
て
当
該
法
人
の
職
員
と
な
る
者
が
現
に
所

属
す
る
県
の
内
部
組
織
は
、
県
立
大
学
（
事
務
局
及
び
木
材
高
度
加
工
研
究
所
総
務
管
理
課
を
除

く
。
）
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

秋
田
県
立
大
学
条
例
（
平
成
一
〇
年
秋
田
県
条
例
第
五
二
号
）
及
び
秋
田
県
立
大
学
学
術
研
究

交
付
金
条
例
（
平
成
一
三
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇
号
）
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
同
条
例
の
廃
止

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

３

学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
平
成
六
年
秋
田

県
条
例
第
一
号
）
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
同
条
例
の
一
部
改
正
に
伴

う
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）

４

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田

県
条
例
第
一
〇
七
号
）

１

次
の
条
例
に
規
定
す
る
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
毎
年
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
を
在
学
証
明
書
の
み
（
現
行
学
業
成
績
表
及
び
健
康
診
断
書
）
と
す
る

と
と
も
に
、
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
学
業
成
績
表
又
は
医
師
の
診
断
書
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

（一）

秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
秋
田
県
条
例
第
四

一
号
）

（二）

秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
八
年
秋
田
県
条
例
第
一
二
号
）

（三）

秋
田
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
二
三
号
）

２

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
八
号
）
に
つ
い
て
所

要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
一
般
旅
券
発
給
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
〇
八

号
）

旅
券
法
及
び
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
一
七
年
法
律
第
五
五
号
）
に
よ
る
旅
券
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第
二
六
七
号
）
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
〇
九
号
）

１

自
然
公
園
の
利
用
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す
る
た
め
、

秋
田
県
営
秋
田
駒
ヶ
岳
情
報
セ
ン
タ
ー
を
仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
駒
ヶ
岳
に
設
置
す
る
こ
と
と

し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

２

秋
田
県
営
秋
田
駒
ヶ
岳
情
報
セ
ン
タ
ー
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
〇
条
関
係
）

３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
農
林
物
資
登
録
格
付
機
関
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第

一
一
〇
号
）

１

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
一
七
年
法
律
第
六
七
号
）
の
施
行
に
よ
り
登
録
格
付
機
関
の
登
録
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
秋
田
県
農
林
物
資
登
録
格
付
機
関
登
録
等
手
数
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
認
定
等
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県

条
例
第
一
一
一
号
）

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施

行
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
県
営
林
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
一
二
号
）

１

県
有
林
及
び
部
分
林
に
お
い
て
林
産
物
を
無
償
で
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
県
内
に
住
所

を
有
す
る
者
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
採
取
に
つ
い
て
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
第
四
条
及
び
第
一
一
条
関
係
）

２

県
行
造
林
に
お
け
る
土
地
所
有
者
の
林
産
物
の
採
取
に
つ
い
て
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
と
し

た
。
（
第
九
条
関
係
）

３

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
一
三
号
）

１

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
の
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
情
報
制
作
室
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

二
条
及
び
別
表
関
係
）

２

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

と
と
も
に
、
当
該
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
及
び
管
理
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
七
条
〜
第
九
条
関
係
）

３

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
の
指
定
管
理
者
は
、
当
該
施
設
を
使
用
す
る
者
か
ら
利
用
料
金
を
自

己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
料
金
の
承
認
に
関
す
る
手
続
等
に
つ

い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
〇
条
〜
第
一
三
条
及
び
別
表
関
係
）

４

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
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（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
立
高
等
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
一
四
号
）

能
代
市
の
設
置
に
伴
い
、
秋
田
県
立
二
ツ
井
高
等
学
校
の
位
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
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